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月
９
日
か
ら
開
か
れ
た
町
議
会

１２
定
例
会
で
、
教
育
委
員
に
上
澤
富
士

夫
さ
ん
を
再
任
す
る
こ
と
が
同
意
さ

れ
ま
し
た
。
任
期
は
　
月
　
日
か
ら

１２

１４

向
こ
う
４
年
間
で
す
。

【
略
歴
】昭
和
　
年
国
学
院
大
学
文
学

５１

部
卒
。　

年
 魚
  賀
  波
  間
 神
社
 祢
  宜
 。
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ぎ

５６

大
沢
９－

６
。
　

歳
。

５５

委
員
長
に
和
合
恊
一
氏
を
選
出

さ
ん
の
ご
協
力
を
得
な
が
ら
、
公
明
で

公
正
な
選
挙
の
執
行
に
努
め
た
い
」
と

今
後
の
抱
負
を
述
べ
ま
し
た
。

町
選
挙
管
理
委
員
が
決
ま
る

管
理
委
員
会
委
員
と
同
補
充
員
に
次
の

８
人
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は
平

成
　
年
　
月
　
日
ま
で
の
４
年
間
で
す
。

２４

１２

１８

　
　
月
　
日
に
は
、
委
員
４
人
に
よ
る

１２

１９

初
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
開
か
れ
、
委

員
の
互
選
に
よ
り
和
合
恊
一
さ
ん
が
引

き
続
き
委
員
長
に
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
委
員
長
の
職
務
代
理
者
に
は
勝

山
君
雄
さ
ん
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

　
和
合
委
員
長
は
就
任
に
当
た
り
「
皆

地 区年齢氏　　名職　名

船 越７１和 合 恊 一委 員 長

豊間根６９勝 山 君 雄職務代理者

織 笠５７木 村 幸 喜委 員

山 田６４鈴 木 恊 子〃

船 越５７齋 藤　 茂補 充 員

豊間根５１木 村 清 美〃

境田町５４貫 洞 寛 喜〃

大 沢６５大 川 貞 子〃

◆町選挙管理委員会委員

和　合　 恊 　
きょう

 一 さん
いち

町選挙管理委員会委員長

上　澤　 富  士  夫 さん
ふ じ お

教育委員に再任された

教育委員に上澤氏を再任

　
　
月
９
日
か
ら
開
か
れ
た
町
議
会
定

１２
例
会
で
、
任
期
満
了
を
迎
え
た
町
選
挙

　
町
は
、　

月
　
日
に
山
田

１２

１１

町
緊
急
雇
用
対
策
本
部
（
本

部
長
・
沼
崎
喜
一
山
田
町
長
）

を
設
置
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

世
界
的
な
景
気
悪
化
に
伴
う

雇
用
不
安
に
対
応
す
る
た
め

置
か
れ
た
も
の
で
、
同
日
、

沼
崎
本
部
長
と
副
本
部
長
の

佐
藤
勝
一
副
町
長
、
岩
船
敏

行
教
育
長
に
よ
り
、
役
場
産

業
振
興
課
に
看
板
が
設
置
さ

れ
ま
し
た
。

緊
急
雇
用
対
策
本
部
を
設
置

　
同
対
策
本
部
で
は
、
雇
用
情
報
の

収
集
や
企
業
へ
の
融
資
・
金
融
対
策

に
取
り
組
む
ほ
か
、
次
の
と
お
り
緊

急
雇
用
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
し
た

の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
緊
急
雇
用
相
談
窓
口

▽
受
付
時
間
　
午
前
８
時
半
～
午
後

５
時
半
（
平
日
の
み
）

▽
場
所
　
役
場
産
業
振
興
課（
２
階
）

▽
問
い
合
わ
せ
　
役
場
産
業
振
興
課

商
工
観
光
担
当
（
察
　－

３
１
１

８２

１
内
線
２
３
４
）
へ
ど
う
ぞ
。

相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す

発　効　日時　間　額区　　　分

平成２０年１２月２７日７０１円
鉄鋼業、金属線製
品、その他の金属
製品製造業

岩
手
県
産
業
別
最
低
賃
金

〃6８５円

電子部品・デバイ
ス・電子回路、電気
機械器具、情報通
信機械器具製造業

〃6８８円
光学機械器具・レ
ンズ、時計・同部
分品製造業

平成２１年２月１日6９７円各種商品小売業

平成２０年１２月２７日７０７円自動車小売業

平成１２年１２月１０日
715円

（日額5,714円）
鉄鋼業

平成２０年１０月３０日6２８円岩手県最低賃金

◆問い合わせ　宮古労働基準監督署（察６２－６４５５）へ。

◆最低賃金　

県産業別最低賃金が改定
　県の産業別最低賃金が次のとおり改定されました。す
べての事業主は、雇用する労働者に最低賃金以上の賃金
を支払わなければなりません。


